
 

令 和 ６ 年 ４ 月  日 

港湾空港局港湾整備部整備課 

産業経済局農林水産部水産課 

                          

北九州市週休２日試行工事（港湾及び漁港漁場） 

実施要領の一部改定について 

 

令和２年４月１日から施行している北九州市週休２日試行工事（港湾及び漁港漁場）につ

いて、実施要領を一部改定します。 

 

１ 主な改定内容 

第３条（試行対象工事） 

対象工事は、北九州市が発注する全ての港湾および漁港漁場工事とする。但し、週休

２日工事として発注が困難な工事は、例外的に週休２日試行工事をしないことも可能と

するが、工事内容や現場状況に応じて適切に判断する。 

 

  第４条（発注方式） 

   全ての週休２日試行対象工事を対象に、発注者指定型により発注することを原則とす

る。なお、何らかの理由によりこれにより難い場合は、受注者希望型で発注することも

可能とする。 

   

第８条（工事成績評定） 

発注者は、工事完成時に現場閉所による４週８休以上の達成ができなかった場合であ

っても、減点評価しないものとする。 

２ 実施要領 

北九州市週休２日試行工事（港湾及び漁港漁場）実施要領（令和６年５月版） 

 

３ 適用年月日 

令和６年５月１日以降の起工分（設計書適用年版：令和６年５月）から適用します。 

 

※実施要領の詳細については、北九州市のホームページをご覧ください。 

【更新日：2024 年 5 月 1 日】 

週休２日試行工事（港湾及び漁港漁場）実施要領の一部改定について 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kou-ku/k30900002.html 

【問合せ先】 

北九州市 港湾空港局 港湾整備部 整備課 TEL:093-321-5975 

         産業経済局 農林水産部 水産課 TEL:093-582-2086 

（案） 


